
平成２９年度に向けた利用定員の拡充について 

１．待機児童の現状 

 
Ｈ２７ Ｈ２８ 

4 月 1 日 10 月 1 日 4 月 1 日 10 月 1 日 

待機児童数 

（うち低年齢児） 

 ５９人 

 （４５人） 

１２４人 

（１０８人） 

 ６４人 

 （５５人） 

１４２人 

（１２９人） 

入園待ち児童数 

※上記の待機児童数を含む 

１８６人 

（１３１人） 

３９３人 

（３１５人） 

１９７人 

（１４３人） 

３９９人 

（３２３人） 

 〔保育提供枠の不足数〕 

   北部（第１）ブロック １８２名 ／中部（第２）ブロック １０１名 

   南部（第３）ブロック １１６名 

 

２．平成２９年度における拡充について 

（１）認可保育園 

①既存園：（私立）三重愛育保育園（第２ブロック：生桑町）の増改築 

…定員を１６０名から１７０名に拡充 

②新設園：（公立）橋北こども園（第２ブロック：東新町）の新設 

…現橋北保育園・幼稚園を統合し低年齢児を中心に４０名分拡充 

（私立）（仮）ことり保育園（第３ブロック：西日野町）の新設 

…定員９０名 

なお、ブロックごとの不足分については、今後、社会福祉法人による認可保育園の新

設を進めていく。 

 

（２）地域型保育事業施設 

・小規模保育事業Ａ型４箇所以内：１９名以内の定員で、公募により認可審査を行う。 

（合計７６名の定員枠の拡充予定） 

・１月公募状況：Ａ型１箇所 第３ブロック：大字泊村…定員１２名（１才児～２才児） 

 残る定員枠分（６４名）については、４月の待機児童数と認可保育園の設置計画を考

慮したうえで、不足が見込まれるブロック別に公募を行う予定 

・現状の運営施設状況は次ページ参照 

 

３．その他 

 平成２９年度私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度移行について 

・暁幼稚園（第１ブロック：天カ須賀五丁目） 定員２１０名 

・めぐみの園幼稚園（第３ブロック：室山町） 定員１２０名 

 （参考）現移行園 

・海の星カトリック幼稚園（第２ブロック：十七軒町） 定員 60名 

・まきば幼稚園（第２ブロック：松本三丁目） 定員 120名 

資料１ 



 

 

＜参考＞平成２８年度地域型保育事業施設の現状 

（単位：人） 

類型 施設名 
ブロック 

（所在地） 
定 員 

児童数

（※１） 
対象年齢 

小規模 

保育事業

（Ａ型） 

まちなかフジ保育園 
第２ブロック 

（西新地） 

１２ １２ 

０歳児～

２歳児 

たいすいキッズ・ステーシ

ョン 

第２ブロック

（浜田町） 

１歳児～

（※２）

２歳児 

小規模 

保育事業 

（Ｂ型） 

キンダーガルテン 

イオン四日市北園 

第１ブロック 

（富州原町） 
１９ ２１ 

０才児～ 

２才児 

きっずはうす ココロン 
第１ブロック 

（羽津中一丁目） 

１２ 

１２ 
ちびっこハウス 

あかほり園 

第２ブロック 

（赤堀二丁目） 

キッズ・ティアラ 
第２ブロック 

（鵜の森一丁目） 
１６ 

つぼみ保育園 
第３ブロック 

（小古曽二丁目） 
１２ 

にじいろランド四日市園 
第１ブロック 

（蒔田四丁目） 

山口堂保育園 
第３ブロック 

（日永四丁目） 
１５ １１ 

もりのくに国際幼保園 
第１ブロック 

（大矢知町） 
１２ １４ 

１才児～

（※２） 

２才児 

事業所内 

保育事業 

（※３） 

社会福祉法人永甲会かす

み園      

第１ブロック 

（白須賀一丁目） 

１２ 

（４） 

１１

（６） 

０才児～ 

２才児 

スマイルキッズルーム 

 

第２ブロック 

（ときわ一丁目） 

１５ 

（８） 

よっかいち ひばり保育

園 

第１ブロック 

（西大鐘町） 

１０ 

（８） 

１３施設 １６６ １７０  

※１．児童数は平成 28年 12月時点 

※２．１才児＝4月 1日時点で 1歳になっている子ども 

※３．事業所内保育事業の定員・児童数の下段（ ）書きは地域枠の人数 



 

 

＜参考＞条例について 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の制定に伴い、平成２７年度

から子ども・子育て支援新制度が施行されている。 

この新制度により、従来の認可保育所（定員２０人以上）の枠組みに加え、新た

に市の認可事業として、地域型保育事業と称する類型を設け、「四日市市家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」を平成２７年４月から施行して

いる。その条例に基づき、以下の４類型の事業の認可事業を行っている。 

〔４類型〕家庭的保育事業  （利用定員５人以下）  

小規模保育事業  （利用定員６人以上１９人以下） 

居宅訪問型保育事業（利用定員１人） 

事業所内保育事業 （利用定員１人以上） 

 

 

【新制度における地域型保育事業の位置付け】

１９人

６人

５人

１人

事業所の従業員の子ども

地域の保育を必要とする

子ども（地域枠）

保育者の居宅その他の場所、施設 保育を必要とする

　　（右に該当する場所を除く） 　 子どもの居住 ＋

「小規模保育」 Ａ型（６～１９人）

Ｂ型（６～１９人）

事業主体 :                 Ｃ型（６～１０人）

市、民間事業者等

「家庭的保育」

事業主体 : 市、民間事業者等

「居宅訪問型保育」
事業主体

：市、民間事業者等

「事業所内保育」
事業主体

：事業主等

小規模型（19人以下）

保育所型（20人以上）

認

可

定

員

保育の実施場所等

定員１人


